
第３回東大阪市文化芸術審議会（第７期）会議録 

開催日時 令和７年４月２５日（金）１０時から１２時 

会  場 東大阪市役所本庁舎 ２２階会議室 

出席者

(委員) 
中川会長、辻副会長、小口委員、時岡委員、弘本委員、 

三谷委員、宮武委員、森委員、山畑委員、由井委員 

(事務局)
世古口部長、後藤室長、佐谷課長、和田総括主幹、 

芝髙主査、松井主任、松浦係員 

(関係者) 東大阪市文化創造館：渡辺館長 

欠席者 (委員) 森口委員 

○事務局 

ただいまより第７期第３回東大阪市文化芸術審議会を開催させていただきます。 

本日は大変お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。司会を務めさせていただきます文

化のまち推進課長の佐谷でございます。よろしくお願いいたします。 

なお、本日、森口委員におかれましては欠席のご連絡をいただいておりますのでご了承をお願い

いたします。また、呉龍浩委員におかれましては令和６年１０月２０日をもちまして退任されることとな

りました。第７期の残りの期間につきましては、呉委員を除く１１名の皆様にご審議をお願いしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

本日は、東大阪市文化芸術審議会規則第5条による委員の半数以上のご出席がございますの

で、本審議会が成立していることを確認させていただきます。 

また、本審議会は、審議会規則第６条より公開としていますが、傍聴希望の方はおられませんの

であわせてご報告いたします。 

それでは、事務局の紹介をさせていただきます。 

＜事務局・関係者紹介＞ 

開催に先立ちまして、人権文化部長よりひと言ご挨拶させていただきます。 

○事務局（人権文化部長） 

本日はご多忙の中、本審議会にご出席いただきありがとうございます。 

平素より、審議会委員の皆様には、本市の文化行政のご支援をいただき、ありがとうございます。審

議会でご審議いただき策定できました本市の文化政策の基本方針であります「第３次文化政策ビジ

ョン」につきましても、策定から４年が経過いたしました。コロナ禍の中で策定しましたビジョンでござ

いますが、その後も社会情勢の変化が激しく続いており、来年にはビジョンの折り返し時期を迎えるこ

ととなります。 

今期の審議会におきましては、市長から諮問をいたしましたとおり、本市の文化施策における課題

解決に向けた方策や、ビジョンの中間見直しの必要性について、それぞれの分野からのご意見を頂

戴したいと考えております。 

また、本日は、弘本委員にも策定委員としてご参画いただきました本市の新博物館整備基本計画

につきましてもご報告をさせていただく予定です。 



本市の文化行政においては課題が多くありますけれども、今後とも委員皆さまのお力添えをいただ

きながら、「文化のまち、東大阪市」の発展に努めてまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いい

たします。 

○事務局 

それでは中川会長、議事の進行をよろしくお願いいたします。 

○中川会長 

本日の進め方でございますが、まず、配布していただいている次第に基づき、事務局より説明をい

ただきます。その後、委員の皆様にそれぞれご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。それでは、説明をお願いします。 

○事務局 

＜資料確認＞ 

・第３次文化政策ビジョンの冊子・概要版 

    ・次第 

・資料１_ふるさと納税の活用 

・資料２_地域で活動する団体等まとめ 

・資料３_東大阪市政世論調査報告書 

・資料４_答申に向けて（東大阪市の文化政策について） 

・東大阪市立新博物館整備基本計画（概要版） 

・東大阪市文化創造館事業・東大阪市民美術センター事業（チラシ） 

・京都芸術センター開設25周年記念事業（プログラム） ※辻副会長より提供 

・第43回 東大阪市文化連盟 文化のつどい（チラシ・プログラム） ※森委員より提供 

それでは案件１として、以前の審議会でご質問いただいた内容について、いくつかご回答させてい

ただきます。資料１をご覧ください。 

まず「企業版ふるさと納税の運用はどうなっているのか。文化芸術事業に指定できるのか。一般の

ふるさと納税の活用にも開路が開けるのではないか。」といったご質問をいただきました。企業版ふる

さと納税については、はじめに庁内において、活用の希望調査が実施されます。対象事業は、東大阪

市総合戦略に掲げる市の課題解決及び「住みたいまち・住み続けたいまち」東大阪市の魅力をさら

に向上させる事業で、資料に記載の（ア）（イ）のいずれかに該当するものとなります。実施予定の文

化芸術事業が、対象事業の内容に沿うもので、ふるさと納税の担当である企画課と、財政担当であ

る財政課の協議において認められた場合に、活用が可能となります。 

次に、一般的なふるさと納税についてです。寄付金の活用先として５種類の施策があり、それぞれ

の基金に積立をおこなっています。５種類の施策の内容は資料に記載のとおりです。これらの施策に

あてはまる内容の事業であれば、企画課と協議の上、基金を活用できる可能性があります。実際に、

令和６年度には「愛はぐくむ子どもスクラム基金」を活用して、子どものためのオペラ「ヘンゼルとグレ

ーテル」を実施しました。基本的に、既存の事業に基金を活用することはできないため、今後、新たな

事業の検討をおこなう際に、基金の活用も視野に入れて検討していきたいと考えております。 



次に資料２をご覧ください。こちらは、以前「住民自治の機能がどのぐらい東大阪に実在しているの

か」とのご質問をいただきましたので、市が把握可能な団体などをまとめたものになります。 

森委員が会長を務めておられる「東大阪市文化連盟」をはじめ、「東大阪市文化芸術人材バン

ク」「東大阪市民講座講師登録制度（まちのすぐれもの）」では、地域で活動する様々な団体・個人

が登録されており、現時点でそれぞれ２６団体、５２件、５９件の登録があります。 

また、資料の裏面には、文化芸術以外の活動をされている団体を含みますが、「地域まちづくり活

動助成金制度」「東大阪市食の提供を伴う子どもの居場所づくり支援事業補助金制度」の交付を

受けて活動している団体について記載しています。令和６年度の交付団体数はそれぞれ２８団体、３１

団体でした。 

本日ご紹介したこれらの団体については、今後、アートコーディネートにむけての取組みを進める上

で、関わりが生じる可能性があるものと考えております。 

以上で、質問内容についての報告を終わります。 

続いて、案件2に移らせていただきます。資料３をご覧ください。 

ビジョンの見直しにむけて、「東大阪市政世論調査」を活用することを前回の審議会でお伝えしま

したが、本日はその結果についてご報告いたします。 

東大阪市政世論調査は、東大阪市が年１回、市内在住の１８歳以上の方、約２，７００人を無作為に

選び、実施しています。今回はそのうち、１，２８２人から回答がありました。ビジョン策定時に実施した

市民意識調査では、市民３，０００人を対象として１，０３６人から回答を得ていたので、市民意識調査

に代わる調査と考えております。 

まず、問１では、ビジョンの柱２、柱７の評価指標を測定するため、「本市のこれまでの文化芸術の

取組についてどのように思うか」という質問をしました。 

柱２の評価指標「文化施設は、人とのつながりやコミュニケーションができる場となっている」につ

いて、「思う」が28.3％、「思わない」が6.9％、「わからない」が６２．８％という結果でした。 

また、柱７の評価指標「緑の自然環境や歴史、文化財など地域の資源を活かしたまちづくりができ

ている」については、「思う」が18.3％、「思わない」が11.9％、「わからない」が６７．７％という結果

でした。 

それぞれを年代別に表したものが図１-２と図１-３になります。図1-2をみると、①の質問では「思

う」が10代で42.1％と最も高く、次に70代以上、60代と続きます。図1-3をみると、②の質問では、

「思う」が10代で63.2％と最も高く、20代、70代以上と続きます。どちらの項目も３０代の「思う」の

割合が低く、また全体的に「わからない」の割合が多くなっていました。 

評価指標の推移については、柱２の目標値32.７％に対し、現在は２８．３％となっており、令和元年

の２２．７％に比べて、５．６％増加しています。令和元年度以降の文化創造館と市民美術センターの施

設稼働率は、コロナが流行し始めた令和２年度に一度落ち込んだものの、令和３年度にはコロナ前

以上の稼働率となり、その後も年々増加傾向にあります。市民団体の活動が活発化し、活動を通じ

て、人のつながりを感じた方が多くなった事が増加の要因であると考えています。 

柱７は目標値が２７．６％に対し、現在は１８．３％と、令和元年の１７．６％から少しは増加しているも

のの、目標値にはまだまだ遠い結果となりました。本市の文化財や文化資源を活かす取組みとして、

令和７年１０月にリニューアルオープン予定の鴻池新田会所では、地域の要望に応えて、弁天池の水

質改善や、より多くの方に訪れてもらえるよう入館料を無料に変更いたします。また、「まちのみんなが



主役」となり成長していくことをコンセプトとした、地域に根ざした新博物館の整備も行っているところ

であり、文化財資源を拠点とするまちづくりの計画を進め、目標値の達成に取組んでまいります。 

ここで、昨年11月に策定した新博物館の整備基本計画の概要について、ご説明させていただきま

す。本計画を作成するにあたり、5名の専門家で構成した審議会にてご審議をいただきました。文化

芸術審議会からは弘本委員にご参画いただきまして、弘本委員には多くの時間を割いていただき、

様々なご意見、ご指摘をいただきました。この場をお借りしまして改めてお礼申し上げます。 

お手元に概要版を配布しておりますが、説明の前に、「本計画策定の流れと位置づけ」の資料を添

付しております。詳細の内容については割愛させていただきますが、本計画は令和5年に約70年ぶり

に博物館法が改正された趣旨を踏まえた計画となっております。計画における市の立ち位置なども記

載しておりますので、またご確認いただければと思います。 

それでは、概要版の説明をさせていただきます。 

まず【第2章 基本コンセプト】でございますが、「まちの・わたしの博物館」としております。サブタイ

トルとして、「まちのみんなが主役となって育てていく博物館」と銘打っております。これは敷居の高い

博物館をめざすということでなく、地域に根差した、誰もが気軽に来て、感じ、学んでもらいたいという

想いを込めた基本理念となっております。また、3つのミッションを具体化、指針として、定義しておりま

す。 

「利用者イメージ」は、多様な利用者に来ていただきたいと思っておりますが、重点ターゲットとして

「子どもたち」を設定しております。日常の居場所や学習の拠点として活用いただきたいと考えてお

り、学校団体ともしっかり連携をとっていきたいと考えております。 

「博物館パートナー」は、従来のボランティアという枠ではなく、みんなが主役となって育てていくと

の考えから、博物館パートナーという名前にしています。市民、まちづくり、調査・研究パートナーと一緒

に博物館を育てていく、という形で作っていきたいと考えております。 

【第3章 事業活動計画】でございますが、4つの博物館の基幹事業に加え、協働・交流事業の計5

つの事業を行っていきたいと考えております。協働・交流事業にて、市民としっかり連携することによ

り、他の4つの基幹事業を活性化していきたいと考えております。事業の詳細については記載の通り

です。 

【第4章 展示計画】でございますが、1階・2階の2フロアを展示・公開エリアとしております。1階を

パークフロアと呼び、まちのにぎわいのきっかけとなる空間、協働・交流の活動空間、子育て・ファミリ

ーが訪れやすい展示空間を整備していきます。イメージ図のイラストがありますが、1階には未就学児

から小学校低学年を対象とした「子ども展示室」を整備します。これが特徴となっておりまして、博物

館というものに親しみを持って来ていただき、遊びから学べる空間をめざしていきたいと思っておりま

す。2階が通常の常設展示となっておりますが、これにつきましても単に土器などを並べるのではなく、

本市の風土や成り立ちをテーマごとに構成した展示をしていきたいと思っています。「ガイダンス展

示」も、小学校1クラス40人ほど入れる大きさにして、学びの場としてしっかり活用していただけるよう

にしていきたいと考えております。1階で興味を持った方が２階に来ていただき、2階の展示から1階の

体験をしていただくなど、相互に行き来できるようなフロアにしていきたいと考えております。 

【第5章 施設計画】でございます。諸室の配置案でございますが、3階建てとなっており、修学旅行

や遠足でも来ていただけるよう、大型バス2台を停められるように動線等も考えております。フロアのイ

メージ図を記載させていただいており、1階がにぎわいを創出するフロア、2階がミュージアムフロア、3

階が収蔵エリア、という作りになっております。 



【第６章 関連施設計画】でございますが、これはこの博物館ではなく、今休館しております郷土博

物館の利活用について、収蔵庫やガイダンス施設としての活用なども検討したいということで、記載

させていただいております。 

【第7章 管理運営計画】でございますが、管理運営の考え方としまして、訪れやすく使いやすい博

物館をめざす、としています。また、ユニバーサルデザインに応じた施設づくりや補助ツールの環境整

備を行っていきたいと考えております。また、学芸員につきましては市職員で担うということで、今後採

用を含めてしっかりやっていきたいと考えております。運営方式につきましては、民間活力を含めた検

討を今後行ってまいります。整備スケジュールでございますが、令和13年度の開館をめざしておりま

す。今年度についてはまず、埋蔵文化財センターの跡地で作りますので、そこの解体を行い、また、民

間活力の導入を検討する可能性調査を行う予定です。また、博物館パートナーの構築を進めていき

たいと考えております。長くなりましたが、新博物館整備基本計画について説明を終わります。 

それでは、世論調査の報告に戻らせていただきます。問２の「どのような人にむけて文化芸術に触

れる機会を提供するべきだと思うか」についてですが、こちらは「小学生」が43.6％と最も高く、次に

「中学生」「高校生」「高齢者」と続いています。 

年代別でみると、10代・20代で「中学生」の回答が最も高く、30代～60代では「小学生」が最も

高くなっています。70代以上では「高齢者」が最も高くなっており、当事者または家族など、回答者と

近い関係にある年齢層に対して、機会を提供してほしいと考えている人が多いように見受けられま

す。 

次に問３の「市民と文化施設、市民とアーティストを繋ぐ「アートコーディネーター」がいた場合にど

のような役割を期待するか」という質問に対しては、「地域で活動するアーティストと教育施設や福祉

施設を繋いでほしい」が42.7％と最も高く、次に「音楽や絵を習うなど、気軽に文化芸術に触れたい

ときや、文化芸術を披露・指導する場がほしいときに相談に乗ってほしい」が37.3％、「地域社会が

求めている文化芸術プログラムを探ってほしい」が27.3％、「学校が抱えている課題を文化芸術プロ

グラムで解消してほしい」が27.1％となっています。 

年代別にみると、30代以外のすべての年代で「地域で活動するアーティストと教育施設や福祉施

設を繋いでほしい」が最も高くなっており、どの年代も、学校や福祉施設に地域のアーティストが来

て、文化芸術に触れる機会を作ってほしいと考えていることがわかります。30代～40代では「学校が

抱えている問題を文化芸術プログラムで解消してほしい」という意見が多く、50代～60代では「音楽

や絵を習うなど、気軽に文化芸術に触れたいときや、文化芸術を披露・指導する場がほしいときに相

談に乗ってほしい」という意見が多くなっています。 

次に、問４では、子どもに向けた文化芸術事業について、どのような事業を実施するべきかについ

て質問しました。結果、「音楽」が60.2％と最も高く、次に「生活文化」、「文化財・歴史」、「美術」と

続いています。 

年代別にみると、すべての年代で「音楽」が最も高く、特に10代で78.9％となっています。どの世

代においても、子どもに「音楽」を体験させたいと考えている人が多いことがわかりました。 

ここまでが文化のまち推進課が設定した設問の結果となりますが、この調査の中で「市政に関する

情報の入手先について」の設問が設定されておりましたので、参考にご報告いたします。 

問５の「市政に関する情報を何から入手しているか」については、市政だよりが82.4％で最も高

く、次はウェブサイトの16.6％となりました。年代別でみると、10代以外のすべての年代で「市政だよ



り」が最も高く、60代以上では90％を超えています。「市ウェブサイト」は、30代～60代では他の年

代に比べて高くなっており、また30代では「市公式SNS」が唯一20％を超えています。 

問６の「月１回発行している市政だよりを読んでいるか」については、「毎号読む」が48％、「ときど

き読む」が37.9％、「読まない」が12.6％という結果となりました。 

年代別では「毎号読む」の割合が、年代が上がるにつれて高くなっており、反対に、年代が下がる

につれて「読まない」の割合が高くなっています。 

これらの結果から、６０代以上への広報は「市政だより」が効果的ですが、その他の世代について

は、ターゲットに応じた広報をする必要があることがわかります。 

以上で、市政世論調査の結果報告を終了いたします。 

続いて、案件３に移らせていただきます。資料４をご覧ください。 

第１回審議会にて、市長から東大阪市の文化政策についての諮問が行われましたが、その答申に

向けて、まずはビジョンの中間見直しについてご審議いただきたいと思います。 

はじめに、現状として、柱５「誰もが文化芸術に親しむ環境づくり」の評価指標である「土日祝日の

夜間に実施している事業の割合」の実績値が、年々減少傾向となっております。減少している要因と

して、昨今、コロナの影響によりますます多様で柔軟な働き方が浸透しつつあり、余暇の過ごし方にも

変化が見られることから、土日祝の夜間でなければ文化芸術の鑑賞機会がない、という人の割合が

減少してきているのではないかと考えております。そのため、柱５の評価指標としてはそぐわないもの

になりつつあり、また、柱５には評価指標が２つ設定されていることから、「土日祝日の夜間に実施し

ている事業の割合」について、削除することを検討しております。 

委員の皆様にはこれから、評価指標の削除についての是非もしくは代替案について、ご審議いた

だきたいと思います。案件１・２についてもご意見等がございましたらあわせてお願いいたします。 

〇中川会長 

それでは案件１から順番にいきます。まず、ふるさと納税の活用及び市内で活動する団体等の紹介

については、資料の通り示されております。これについて、何かご意見、ご質問はございますか。 

そもそもの質問の趣旨は、東大阪市の文化芸術振興のために指定して、活用するという枠はつくれ

ないのか、というものだったと思います。それに対する回答が①～⑤とありますが、この中に入りようが

あるのかないのかという回答についてはいかがですか。入りようがないとするならば、この審議会とし

てはその枠を設けて欲しいという要望を出せますか。 

〇事務局 

まず、①ラグビーのまち魅力増進施策について、ラグビーのまちというとラグビーをするまち、という

ようにみえますが、市全体のイメージとしてはここでラグビーをすることだけをめざしているものではご

ざいませんので、①でも活用は可能です。②子どもをすこやかに育む施策についても、子どもの文化

体験というところで十分活用は可能です。③地域の特色を生かすまちづくり施策や、④高齢者・障害

者の福祉に資する施策についても活用は可能です。⑤豊かな環境の創造を推進する施策について

も、自然も含めて文化ですので、当然活用ができます。今の枠組みの中で十分に活用できると事務

局としては考えております。 

〇中川会長 



ありがとうございます。もしふるさと納税されるときに、指定寄付の趣旨を書き加えられたら、先方の

方で解釈をして、どこかに寄付して活用することは可能だということですね。 

それでは仮に、「子ども食堂などにアーティストを派遣してほしい、できれば特定の大学の先生など

も連携してほしい」といった細かな指定をして、ふるさと納税として１億円の寄付があった場合は、どこ

に割り振ったらいいですか。 

〇事務局 

まず愛はぐくむ子どもスクラム基金に入れていくことを想定しないといけないだろうと思います。 

ただ、継続事業に使いにくいという基金の考え方がございます。1度きりの事業には活用できます

が、毎年活用して行うのは難しいので、工夫が必要だと思っています。 

○中川会長 

了解です。 

では、2点目の団体の紹介について、東大阪文化連盟、東大阪市文化技術人材バンク、東大阪市

民講座講師登録制度とありますが、これは団体の紹介というよりは、東大阪に存在している住民・市

民の芸術文化資源の状態を表しているということですよね。これについて何かご意見ございますか。 

〇弘本委員 

これはこれで重要な情報だと思いますが、これを見ただけでは中身がどうかというイメージができ

ないので、これからさらにブレイクダウンしていく作業が必要だと思います。今文化的コモンズという考

え方が文化政策をしている人の中で広まっており、既存の文化施設や、文化施設を代替する機能を

発揮できる地域資源を活用していくという動きが盛んになりつつあります。そういうところで活動して

いる方々がこの中にうまく含まれているものなのかどうかが、今後の展開を考えるときには重要なの

ではないかと思います。例えば、図書館や博物館でボランティアをしている方やされていた方、これか

らやろうとしている方、すでに動いている方がいらっしゃると思います。行政の施設ではありませんが、

例えば、大阪商業大学では、歴史文化を研究している相当な数の方が作っている文化サークルのプ

ラットフォームをお持ちですよね。そういった、実際に繋がっていけそうな人たちの文化的コモンズを支

える動きをきちんと補足していかなければ、ただ団体を把握しているだけでは次の事業に展開しにく

いと思いますので、その辺りも含めたリサーチをおこなっていただきたいと思います。 

〇中川会長 

ありがとうございます。今、弘本委員からご指摘があったのは、並列的にどのような団体が存在して

いるかを調べるだけの段階は通り過ぎている。つまり、文化芸術人材バンクや市民講座講師登録制

度というのは既成事業として動いていますが、これを次のコーディネーター制度に繋げるためにはど

のようにこの資源を使いこなしていくかという次の展望が必要、とのご指摘のように受けとめました。 

例えば、文化芸術人材バンクを登録していくにあたって文化連盟さんのご意見を聞きつつ、どのよ

うな人たちが応じてくださるのかということをフィルタリングしていかなければなりません。市民講座講

師登録制度も同じです。個人のアクティビティに任せる、ということはあったとしても、団体として文化

連盟さんはどうお考えなのか聞いておかなければならないと思います。言い換えますと、住民自治の

団体的能力をもっと活用していくことが行政には必要だと思います。あわせて、アートコーディネーター

の育成・発掘を考えるときに、この1つの団体、2つの制度と、今後どのようにリファインしていくか、連



動させていくか、改善していくかということに関連してきます。学校にアーティストを派遣する場合、当

然、児童の権利条約などを学んだ人に行っていただかなければ困ると思っています。現実に、相手を

子ども扱いして油断した瞬間に大きな事件を起こしてしまったということもありますし、子どもに対して

暴言を吐くアーティストがいることも事実です。そういう人たちを派遣することは言語道断ですが、当

然前もってフィルタリングが必要です。そういうフィルタリングは文化芸術人材バンクや市民講座講師

登録制度ではすでに適用されているのか、ということも含めて、文化連盟さんとも当事者団体として

協議しながら、よりよいフィルタリングの方法を考えていく時期に来ているのではないかと思います。さ

もなければ、アートコーディネーターの育成・発掘という制度が軌道に乗らない可能性があります。人

材バンクに登録しているのに、なぜまた新たにコーディネーターがいるのか、その違いをしっかりと整

理しなければなりません。人材バンクや講師登録制度からアートコーディネーターが出てきてくださる

のもいいですが、これだけのトレーニングを受けてもらうことになっている、ということを説明すればい

い、という意味で、このデータが欲しいという意見が前回出たと思います。ですので、単に並列的にデ

ータを出すだけではなく、政策的に今後これをどのようにリファインしていくか、改善していくかというこ

との展望も必要かと思います。今までの制度はどちらかといえば性善説で、非常に良い志をお持ちな

のでできるだけ活用させていただきます、というのではいけない時代になっています。場合によれば、

新たなプロフェッショナルが生まれてくださるくらいでも構わないと思っています。そういう点を入れて

いただけませんでしょうか。

次に、新博物館整備基本計画のご説明がありましたが、これについてのご意見、ご質問等ございま

すか。 

〇小口委員 

所蔵品については、埋蔵文化財センターで収蔵しているものを移管するという形になるのでしょう

か。 

〇事務局 

埋蔵文化財センターにもありますが、休館中の郷土博物館にもあります。新たな倉庫に一旦移しま

して、新たに博物館ができましたらそこにまた移す、という作業を行います。

〇小口委員 

保存だけでなく収集もされるということですが、今後の収集の方針は決まっていますか。 

〇事務局 

収集の方針はまだ決まっておりません。保存はしっかりとしていきますが、費用もかかりますので、収

集のプロセスについてはまだ構築できていません。

〇小口委員 

規模について、全体の平米数は決まっていますか。それぞれの収蔵施設と展示施設で、子ども展示

室など大体どれぐらいの規模感なのかを教えていただけますか。 

〇事務局 



まだ平米数は決まっていないのですが、子ども展示室であれば40人程度が入れる大きさで、２階

の博物館エリアについては今の郷土博物館の大きさ以上は設けられるかと思っております。ただ、敷

地がそれほど大きくはありません。埋蔵文化財センターの跡地である3階建ての縦長の建物となりま

すので、できるだけ見ていただくスペースは広く設けるようには考えております。

○小口委員 

今後も収集されていくのであれば、それを踏まえた収蔵の設備等を今後計画されるときに考えてい

ただくことと、また、企画展をされるということであれば、にぎわいを作るための施設だと思いますの

で、どういったものを受け入れるかということを踏まえて検討を進めていただければと思います。

○中川会長 

この件については、この審議会から弘本委員が出てくださっています。一言コメントがございました

らお願いします。 

○弘本委員 

私は博物館が専門というわけではありませんが、大阪くらしの今昔館という施設の立ち上げや運

営にかかわらせていただいたり、私自身の研究活動の中で様々な博物館関係の方と連携して事業を

行ったりしてきましたので、今回僭越ではありますが委員の1人としてかかわらせていただきました。先

ほど事務局からもご説明がありましたが、実はこの計画自体、随分前からありました。二転三転し、よ

うやく待望の実現に向けて動き出したということで、博物館業界の極めて優秀な専門家や子どもたち

の教育に当たっている学校の校長先生、まちの魅力を発信する観光ボランティアとしても活動し、まち

づくり・ものづくり、或いは重層的な歴史のあるまちを市民に伝える活動をしている方など、具体的な

これからの活動を担っていかれる方も議論に参加して作った計画です。コンパクトな博物館ではあり

ますけれども、私はこうした議論にいくつか参加してきたことがありますが極めて水準の高い議論をさ

れたと思っています。学校の校長先生のご発言は感銘するものがありました。この博物館に子どもた

ちを連れて、東大阪の歴史を学んで欲しい、と強く心から思っていらっしゃいます。既存の施設でも、非

常に積極的な教育活動をしている実績もお持ちです。そういう方の経験を踏まえた上で、意見を吸収

し反映していくということを、かなり限られた物理的な空間の中で実現していく努力をし、議論をしてき

ました。第２章の利用者イメージのところでは、東大阪市の市政のコンセプトにも掲げられている「子

どもファースト」というところをできる限り汲み取って、今後未来の東大阪を担うという意味でも重要な

「子どもたち」を重点ターゲットとしつつ、それを支えるのは市民全体であり、来街者も含め、多くの方

の力によって支えていく博物館ということで、調査・研究パートナー、市民パートナー、まちづくりパート

ナー、それら含めて博物館パートナーとしています。ですので、既存の博物館ボランティアの場合は、

内側の維持管理を支え、普及啓発に一部かかわるような考え方が比較的強かったですが、今回はま

ちづくりと連動していくというところに相当な決意を持って事務局の方も臨んでこられました。これは

東大阪市民の文化的な素養の厚さがあって初めて描かれている構想だと思いますので、この文化芸

術審議会との関係も極めて強いと思います。建設はまだ少し先ではありますが、これからぜひ議論を

重ねながら連携していくことができれば、東大阪らしい、非常に魅力的で価値あるものになっていくの

でないかと期待しております。

○時岡委員 



ご説明を聞き、素晴らしい計画だと思います。ただ、今の時点で気になることが3つあります。1つ目

は人材です。学芸員を市が直接雇用するという説明がありましたが、学芸員の人数や、どういった方

法で採用されるかなどは決まっているのでしょうか。2つ目は運営形態です。博物館を生かすことが

できるかどうかは指定管理のあり方次第で、現状の指定管理は一般に専門性の継続という点で課

題山積といわれています。そのデメリットをクリアして本来の博物館をつくって行く考えがすでにあるの

でしょうか。3つ目は議会の空気です。最近、あちこちの自治体で、博物館に限らず、文化行政をめぐ

る首長の案がひっくり返っていますが、本市の博物館の場合は、議会である程度議論されているの

か、それともこれからからなのか気になりますので、教えていただければと思います。 

○事務局 

人材については市の直営で運営し、学芸員を直営で採用することになります。ただ、実状として、人

材が不足しております。開館まで時間がありますので、既存の学芸員に加えさらに採用を進めます

が、人数まではまだ決まってはおりません。なぜかと言いますと運用形態がどうなるか、というところに

も紐づいてきますので、人事や行政改革所管課とともに考えながら、採用を進めていきたいと考えて

います。

運営については、まさに今年度予算をとり、運営をどうしていくかについて、導入可能性調査を進め

ていくところです。東大阪市としては、民でできるものは民で、という考えがあり、そこでフィルターはか

けなければなりません。ただ、全国的に見て、博物館は直営で運営されているところがほとんどですの

で、人材の直営の部分と外部業者のハイブリッドという形でできるのか、先進市はございますが少な

い事例ですので、今年度しっかり業者等にヒアリングを行い確認していきます。 

市としての博物館の立ち位置については、市長のマニフェストにも掲げられており、資料にあります

実施計画にも、市の施策として博物館について掲げております。この文化政策ビジョンにももちろん、

旧の計画ではありますけど記載しており、市の施策としてとらえていると思っております。議会でも毎

回、本会議・委員会含めてご関心いただいており、質問もたくさんいただいて、概ね賛成はいただいて

おるかと思います。

○中川会長 

「本計画策定の流れと位置付け」という資料が添付されていますが、これは概要版には記載されて

いない内容ですよね。

○事務局 

はい。本編には、3ページに記載しております。本編は少し分厚いので、またウェブサイト等をご確認

いただけたらと思います。 

○中川会長 

文化財保護法改正によって、文化財の保存だけでなく活用も入っていますが、東大阪市の自治の

レベルからいうと、文化行政の範疇に強く入り込んできています。そのあたりを意識した記述がどこか

にほしかったなと思います。文化政策ビジョンのⅡの「現状と課題」の課題ですね。文化財のあり方に

ついて、施策の柱６も関係しています。その記述が抜けているのはよくないのではないかと思っていま

す。文化財のことは別だ、と治外法権的に動いてしまうところがあり、ようやくそれが文化政策の中に1



つの大きな体系として手を組めるようになってきたはずなのに、そのような位置付けをするのか、という

のが少し気になります。 

○弘本委員 

今ご指摘の観点に関しては、概要版ではなかなか読み取れないかもしれませんが、本編の方では

議論の中でそういった観点をかなり申し上げました。例えば社会的包摂の観点なども盛り込んでい

ただくようにしていきました。ですので、そうした議論がその場で全くされず、専門家、業界人だけが議

論して作ったというわけではありません。今の説明で十分に伝わらなかったとしたら申し訳なく残念に

思いますが、議論の中ではそこをしっかりしてしてきたつもりです。もちろん、博物館の専門性を守って

こられた先生方にすると、安易に受け入れにくい部分があったかもしれませんが、全体の議論の中で

はそうした方向性で考えていくのがこれからの博物館のあり方だと申し上げてきましたし、文化芸術

基本法やICOMでの議論、博物館法改正、文化財保護法改正のことも申し上げたと思います。 

○事務局 

概要版に十分に記載できていないというご指摘については申し訳ございません。ただ一方では、弘

本委員におっしゃっていただいたように、その辺りは十分に議論いただいております。 

○中川会長 

ありがとうございます。おかげさまで、ようやくこうして立派なものができるということで、最先端の中

核市の体裁が整いつつあることを嬉しく思います。 

○弘本委員 

先ほど時岡委員が心配された件に関しては、ある意味、博物館業界の切実な問題なんです。です

ので、そこはかなり議論されましたし、答申を市長にお渡しするときにも会長が自らの切実な想いをし

っかりとお伝えになっています。私はこの議論に参加して、他での同様な議論に比べて、ずっとレベル

が高いと思いました。皆さんが博物館の必要性を市民レベルでしっかりと思っていらっしゃることがよ

くわかりました。議会でも同等の認識を持っていらっしゃるので、そこは信頼して、一緒に仕事をしてい

かなければいけないと思いました。 

○事務局 

議会につきましては、博物館の必要性についての理解はもちろん、お金の面も含めて、応援のムー

ドが非常に強くあります。運営形態、人材の件につきましても、過去、文化財専門員が非常に脆弱な

体制だったのですが、この4月も新規採用職員をとることができました。今後の採用についても一定

話ができていますし、3月議会で市長から、本会議の答弁の中で具体的に、運営の中での学芸部門

については市の職員をもって充てる、と明言されましたので、この辺りは随分、弘本委員をはじめ委員

の皆様が審議会でおっしゃっていただいたことが市の内部にも反映できていると思います。あとは内

部の行財政改革などの部分に対して、我々事務局がどこまで推していけるかというところかと思いま

す。 

窓口や広報などについては民間活力の導入も検討しますし、建設にあたってもいわゆるＰＦＩ方式

含め、導入可能性調査を今年度おこなった上で決定していこうと思っています。 



○中川会長 

わかりました。東大阪市の文化条例や基本計画の精神である、教育と人権というのが基本ですか

ら、博物館は単なる見世物小屋でも観光施設でもありません。教育機関であるということをはっきり位

置付けて、学校教育との連携など、例えば小中学生の子どもが卒業するまでに必ず博物館を経験し

て学んで卒業するというまちにして欲しいという願いで私たちも応援しています。もちろん文化創造館

も一緒のことで、単なるお遊び施設でも、観光施設でもありません。正念の入った博物館だと思った

ので、安心はしています。 

先ほどの団体紹介のところでお話すべきでしたが、文化連盟さんから「文化のつどい」の資料をい

ただいていますので、森委員ご説明いただけますか。 

○森委員 

今、文化連盟の団体数は27団体となっています。展示関係が１０団体、舞台関係が17団体です。

先ほどの話の中で文化のつどいと市民文化祭がありましたが、市民文化祭は各団体が市民を巻き

込む文化祭となっております。これは市政だよりにも載せて、参加無料で参加いただいております。 

それからもう1つ、３月に文化芸術祭があります。これは東大阪の文化を象徴していると思います。

以前審議会で視察に来ていただいたときは3日間で出演者や観客を入れて約1万人、前回は1万30

00人集まりました。創造館の協力も得て実施しており、この辺りはうまくいっています。 

ただ、まちのすぐれものについては知っていますが、文化芸術人材バンクとの関係は全くありませ

ん。前も言ったと思いますが、この2つが同じようなことをやっているんですけど、どう違うのかあまりわ

かっていません。 

○中川会長 

ありがとうございます。これから行政も交えて議論していきましょう。この冊子を見てもわかるように、

ものすごいボリュームで、登場する方々も盛り沢山です。ただ森委員も悩んでおられるように、ここから

登録アーティストを持っていってもらうとか、人材バンクに来てもらうという話になったとき、まだ話し合

いができる措置ができていないので、そろそろ準備していかなければならないと思っています。という

のは、そこを無視してアーティストバンクのようなものを作っていくのはやはりよくありません。なぜかと

いうと、文化芸術の分野における住民自治が存在することを無視して、団体自治、つまり行政主導で

やることがいかに間違っているか、ということですね。とともに、文化連盟さんにおかれても、人間国宝

級の方もいる一方で、自分が楽しいからやっているのであって人に教えるレベルではないという方も

います。そのバラつきをどのように連盟の中で整理されるのがいいのか、行政と相談しながら、一定の

ボランタリーな申込み方式をしたらいいのかということも一度お話し合いされるべき時期が来ている

と思います。 

私が申し上げているのは、自分の楽しみのためにアートになじむことも否定するものではありませ

ん。とは言いながら、学校や障害者施設に行って教えてもらうとなった場合にはそれなりのトレーニン

グが必要です。それに応じてもいいというアクティブな人をどのように選抜してもらうか、文化連盟さん

の同意なしに行政が勝手にやるのは少し僭越ではないのかと思っているので、森委員にはご相談を

かけたいと思っているところです。 



では次に移ります。ビジョンの中間見直しについて、まず柱5の評価指標の「土日祝日の夜間に実

施する事業の割合」を廃止したいということですが、いかがでしょうか。行政側の思いとしてはいかが

ですか。事業数が減ってきているというのは、担当者が、人が来てくれないからやめているということ

ですか。 

○事務局 

土日祝の夜間に実施する事業自体がそこまで減少しているというわけではないですが、分母とな

る全体の事業が増えており、総体的に見ると年々少しずつ割合が減少しているというのが実態でござ

います。 

○中川会長 

これについて、皆さんご意見ございませんか。 

○時岡委員 

私も不要だと思います。私自身、生涯学習関係などで（土日祝夜間の）事業を何回か実施した経

験がありますが、ライフスタイルが明らかに変化していて、入場者はほとんどありませんでした。したが

って、これについては異論ありません。 

○弘本委員 

そもそも土日祝日の夜間に実施したときに、その日だったら行けるという人の層というのはどういっ

た人を想定されていたのですか。 

○事務局 

基本的には平日などの参加が難しい勤労者を想定しての評価指標であったと考えております。 

○弘本委員 

柱５は「誰もが文化芸術に親しむ環境づくり」ですので、それを図るために、今来られない人はどう

いう困難を抱えているのかという議論が必要かと思います。今、孤独・孤立対策について法律もでき

て政策化されていっていますけれども、その中でいろんな調査がされるようになってきています。既存

の調査では見えていませんでしたが、現役世代の孤立がすさまじく進んでいるということがはっきり見

えてきています。しかも、わざわざ人と繋がらなくてもいいと思っている人が非常に増えてきているとい

うことで、孤独・孤立というのが問題化している一方で、必要を感じていない人が増えているとなると、

社会の安定や秩序の維持などが非常に難しくなっていくということなんですよね。そうすると、やはり何

らかの形で社会に出てくることを促すとか、知らず知らずのうちに促されるとか、そういう仕掛けが重

要になってくると思います。今、誰がどこで躓いて、社会に通じない状況に置かれたままそのことに危

機感を持たず、気がついたら一歩も出られなくなっているというような状況になってしまっているのか、

ということをきちんと考えないといけない時代になってきています。その辺りが、実は文化芸術にできる

ことの大きな意味でもあるような気がするので、その辺りの分析をもっとおこなって、それに基づいて

指標を作り直すことが必要かと思います。 

○中川会長 



ここはいわゆる貧困の概要を因数分解して、それに対応した事業が何本されているかということが

問われていると思います。例えば、社会関係的貧困。高齢者や若い人でも1人暮らしや孤立している

人が多く、そういう人たちを対象とした事業があるのか。次に、健康的貧困です。持病を抱えている、

病院通いが続いている、病院に入院している、慢性病で苦しんでいる、そういった人たちを対象とした

事業があるのか。それから、福祉的政策と連動・連携した文化芸術事業があるのか。そろそろ分解し

た方がいいのかもしれません。そうすれば土日祝日の夜間というのが少しぼやけているのが理解でき

ると思います。経済的貧困の対象に対してどのように芸術供給の事業を行うかについては、どのよう

な形でやればいいのか様々な工夫が必要です。他市では、割引券や無料券を使って一般の人と同じ

ように参加することができるバウチャーシステムを入れているところもありますが、社会問題になりか

ねませんので、工夫が要ります。そういう事業をそろそろ開発しなければならない時期に来たというこ

とではないでしょうか。 

土日祝日の夜間の実施は、働き盛りの人が来にくい、ということについてだけは対応可能ですが、

働き盛りの人が来やすいというよりは、今言ったような経済的、社会関係的、健康的貧困に対応した

事業の本数を何本増やしたのか、という方が正しいのかなというのが私の意見です。これについては

渡辺館長とも相談して検討してもらえればと思います。 

○森委員 

社会教育センターは無料で利用できるんですが、土日の1７時以降の利用が廃止されました。社

会教育センター条例・規則の中で公民館についても定められているので、公民館も連動して、夜は閉

館になっています。公民館は休みの日があるにもかかわらず、土日が休みになったり、そういったこと

が増えてきたんです。なので、借りようとしても借りられず、土日の夜はほとんどできない状況です。今

の話とは少し違うかもしれませんが、そういったことがありますね。 

○中川会長 

ありがとうございます。 

この指標の変更については、私はノーとは言いません。むしろ大事なことは、経済的、時間的、社会

関係的、健康的貧困に対応した芸術供給事業を、ここできちっとあてはめていく必要があって、それに

対応したサブ指標を用意したらいいと思います。だからメインの指標から消しても構わないけど、サブ

の指標は確保しておいてほしいと思います。東大阪市くらいのグロスのボリュームのまちならば、文化

創造館や本庁の機能を使って、市立病院や総合病院等に訪問コンサートを年間何本か用意してもい

いかもしれません。滋賀県でも、公立病院や私立病院にもやっています。そういうことをそろそろ考える

時期ではないかということで、この指標の議論はしていきましょう。 

○事務局 

ありがとうございました。次に、ビジョンの推進についての内容に移らせていただきます。 

まず、施策の柱10「文化芸術を支える人材の育成」について、現在、市民と芸術家をつなぐコーデ

ィネート機能や本市の文化芸術を支える人材の確保・育成のための制度構築について具体的な取

組に至っておりません。先ほどの市政世論調査の結果から、どの世代からも「地域で活動するアーテ

ィストと教育施設や福祉施設を繋いでほしい」という回答が多く、この点において取組みが必要であ

ると考えております。 



一方、東大阪市ではアートコーディネート制度を実現するにあたり課題が２点あります。一つ目は、

「アートコーディネート」や「アートコーディネーター」に対する市民の認知が十分とは言えない点です

。それぞれの意義や役割を理解してもらう必要があります。二つ目は、アートコーディネーターを担える

人材の目途がない点です。他市では、財団の常勤職員などがアートコーディネーターの役割を担って

いるところもありますが、東大阪市で同様の体制をとることは難しいと考えております。 

そこで、まずは今年度より、文化創造館の渡辺館長にご協力いただき「アートマネジメント講座」を

実施する予定をしております。この講座では、市がめざす文化政策の方向性や「アートコーディネート

」「アートコーディネーター」の意義や役割を理解してもらう事を目的として、アートコーディネーターに

興味のある全ての市民を中心に実施いたします。 

また、令和８年２月には公益財団法人音楽文化創造と文化創造館との共催で「地域音楽コーディ

ネーター養成講座」が開催される予定となっております。「アートマネジメント講座」を受講してコーデ

ィネーターに興味を持っていただいた方に、さらに知識と理解を深めていただく事が可能です。 

そこで、「アートマネジメント講座」の実施にあわせて、施策の柱１０の評価指標を「アートマネジメン

ト講座の受講者数」に変更したいと考えております。委員の皆様にはこちらの案についてのご意見を

お伺いできればと思います。 

○中川会長 

評価指標を「アートマネジメント講座の受講者数」に変えたいとのことですが、これはまだ事業とし

てはスタートしていませんよね。私たちもアートマネジメント学会というのを作っていまして、できて20年

近くになります。そこでもいろいろ議論があるんですが、アートマネジメントという言葉に関するいろん

な混乱もありました。市町村ベースでアートマネジメントという言葉を使うと、少ししんどいところがあ

るかなと最近思っています。だから少し分解しませんか。例えば、アートに関するボランティアとして活

動したい「アートボランティア」でもいいわけです。小学校にアーティストを呼ぶとき、行政と話しながら

プログラムを組むくらいのお世話をします、という程度のボランタリーな人材でも構いません。わかりや

すくいえば、レベルの初級・中級・上級全てを含めたボランティアです。ただ、ボランティアという言葉を

使うと手垢にまみれているので、最近は博物館なんかでもボランティアという言葉を使わずサポータ

ーと言っています。だから、アートサポーターというのが初級ぐらいで、実はこれはボランティアで、その

次に自分から事業提案したり、助言したり、評価を上げるというところまでものが言えたり、あとは施

設と行政、或いは施設とアーティストの繋ぎ役が上手になってくると、これはまさしくコーディネーター

のレベルに達するんですよね。そういうところまでしてもいいという人も含まれてほしい。願わくは、地域

ごと、施設ごと、行政の各施設、行政側にもいてほしいと思います。行政の施設配置されている職員は

このマネジメント講座を受けるのを必修課題にしてほしいです。そうすれば、行政側と市民側のトレー

ニングを受けている人が共通言語で話ができるようになります。 

そういう意味で、初級・中級・上級編ぐらいに分けたらどうですか。初級編は実はボランティアで、ち

ょっとした気持ちでやってくれる程度でもいいですし、文化ホールで言えば、ホールの案内役や迷子の

預かり、照明や音響の手伝いができる人もあったりします。そういったレパートリーが分かれてくるの

で、その辺りは発達していけば将来的に科目を枝分かれしても構わないという気がします。少しイメー

ジが湧きにくいという人には、そういうレベルの違いはあっても構わないということで始められたらどう

でしょう。 

○辻副会長 



例えば、具体的に良い講座名はありますか。確かに、アートマネジメント講座というと少し専門的で

わかりにくいと思います。 

○中川会長 

最初は「アートマネジメント講座（アートボランティアをめざす人に）」などでしょうか。 

○辻福会長 

例えば、もっと広い意味で「文化サポーター」もあります。そういった形の講座の方がいいような気

がします。今は形にはまり込むよりも、むしろ具体的な東大阪独特の講座として出した方がいいと思い

ます。 

○中川会長 

音楽連盟や演劇連盟など、団体ごとにもほしいですし、どんどん増えていったらいいと思います。今

一番、学会でモデルになって、厚生労働省も着目しているのが、子ども食堂にどんなアートを派遣した

らよいのか、ということで、国の施策として研究テーマになっています。子ども食堂にどんなアーティス

トが行ったらいいのか、こういったものが成功した、子ども食堂の活性化に役立ったなど、具体的な研

究事例が上がってきています。それをお世話するのがアートコーディネーターなんですよね。障害者文

化芸術活動推進法というのがあるけど何をしたらいいかわからない、というのが障害者施設の大半

です。そういうところに、助けてくれる組織が都道府県ごとにあって、大阪でいえば堺市のビッグ・アイ、

奈良でいえばたんぽぽの家に相談すれば、アーティストと障害者との関係についてコーチしてくれて

色々教えてくれます、というように繋いでくれる人がほしい。だから、子ども食堂や障害者施設につい

ているアートコーディネーターがいてもいいし、その施設の職員が受けても構わない、というイメージで

す。 

○弘本委員 

今中川会長がおっしゃったことをまさにやっているのが、堺市文化振興財団とアーツカウンシルが

共同で行った、「公立文化施設職員が地域に出て、アートコーディネーターになるための2年間」とい

うものです。2年かけて公立文化施設の職員と行政職員とアーツカウンシルと財団の職員が一緒に

具体的なケーススタディをやっています。最初は基礎的な勉強をして、次に病院や子ども食堂など、具

体的ないくつかの社会包摂をテーマにして繋がるといい施設に出向いてアート事業を行うという企画

をして実践し、報告書を作成されています。これは、それぞれの文化施設の方がここで一緒に学ぶと

いうこと自体が、非常に意味があったと私も拝見して感じました。いきなりここに到達するのは難しい

ですが、これも1つの参考にして、こういうものをめざしつつ地ならしをしていくと良いと思います。 

○中川会長 

それはいい事例ですね。そういった方向で、東大阪も踏み込んでいくことは可能かと思いますので、

よろしくお願いします。 

○事務局 

ありがとうございました。 



次に、「子どもファースト」のまちづくりを推進していくにあたり、より効果的な施策について、ご審議

をお願いしたいと思います。 

現在、文化創造館や市民美術センターによる子ども向けの事業や小学校へのアウトリーチ事業が

積極的に実施されており、施策の柱４の評価指標である「子どもをターゲットにしている事業の割合」

についても、年々上昇傾向にあります。その中、令和７年度の市政運営方針において、令和８年度以

降の２歳児の保育料無償化にあわせて在宅子育て家庭への支援も強化することを打ち出しています

。文化芸術分野においても、在宅子育て家庭への支援に繋がる事業ができるのかについて検討する

必要があります。また、他に、より効果的な施策があるのかについても検討が必要です。 

ここで、委員の皆様には、在宅子育て家庭に向けた文化芸術事業を実施する場合、どのようなもの

がよいか、より効果的な施策・事業があるかについて、ご意見を伺いたいと思います。 

○中川会長 

認定子ども園や保育所、幼稚園は、施設に行けば供給できますが、在宅の子育て家庭の場合はア

プローチがしにくいという意味ですよね。 

集団健診はやっていませんか。集団健診をやっているのならその会場でやる方法があります。子ど

もに絵本の読み聞かせをするブックスタートのやり方です。 

○事務局 

東大阪市では4ヶ月、1歳半、3歳半で集団健診を行っています。 

○中川会長 

それならその会場でやるといいと思います。もうすでにあちこちでやっていますよ。そこで音楽を聞

かせるとか、ドローイングさせるとか、粘土遊びさせるとか、色々あります。それこそ、アートコーディネー

ターの出番です。 

あとは、文化創造館やリージョンセンターで、近所の子育て中のお父さん、お母さん、子どもたちと

一緒にアートで遊びませんか、と、毎月何曜日の何時頃にやるというのも方法です。健診会場でやる

のは一番効果的だと聞いています。このような方向で研究してくれませんか。 

どちらにせよ、子どもをターゲットしている事業の割合が年々上昇傾向にあるのは良いことだと思い

ます。 

では、すべての検討項目について終わりましたので、あとは一言ずついただきたいと思います。 

○小口委員 

アンケートについて、有効なアンケートだったと思うのですが、アートコーディネーターについての質

問で、未回答が他の問いに比べて多いのが少し気になりました。まだまだアートコーディネーターが何

かということについて浸透していないのかなという印象を持ちました。これは、アートコーディネートの

講座も企画されているとのことですので、そういう形で浸透していけると良いかと思っております。ま

た、どういった活動を期待するかについての質問で、年齢によって色々とありますけれども、全体的に

市民の方が自ら何か活動する、学びたいという、能動的な意見を言っておられる方が多いという印象

を感じました。 



また、私は今まで新博物館の話にあまり気づいていなかったのですが、先ほど弘本先生のお話を

伺って、非常に期待が高まっております。子どもと人権を中心とした文化施策ということで、そこを中心

に進んでいただければと、今回も改めて思いました。よろしくお願いします。 

○時岡委員 

今日は全体的に大学との連携の話について言及がなかったのが少し寂しい気がしました。大きな

大学が市内にありますので、博物館の運営やアートマネジメント、アートボランティアなど、大学との連

携についてもう少し調べていただきたいと思います。 

感心したのは、今日配布されたチラシの中にあります文化創造館の戯曲創作ワークショップです。

ここまで進んだことにとても感心しました。定員が70人というのはすごいことですが、実際にはどれく

らいを想定しているのでしょうか。 

○文化創造館 

おかげさまで無事開催できました市民ミュージカルですが、開館前の工事中から徳尾浩司先生と

取り組みを進めており、その頃からの参加者が大勢いらっしゃいますし、今回出演していただいた方に

も声をかけていますので、これくらいの人数は埋まると考えています。 

昨年度に宮川彬良先生にもう一度来ていただいて、音楽についても、本番もとてもよかったんです

がもう少しこうできたらよかった、ということもワークショップでやりまして、そのときもほとんどの出演者

の方に参加していただきました。次の本番は来年を予定していますので、それに向けてこういった形で

さらに盛り上げて、前回参加していただいた方に＋αで、また大勢の市民の方にも参加していただく

ためにこういう取り組みをしています。

○時岡委員 

文化事業の目的は第一義的には優れた観客を育てていくことですが、そこから1歩進んで創る側

にも参加して、こういう取り組みを粘り強くやっていかれるのは非常にいいことだと思います。事業が

成功するように願っています。 

○弘本委員 

先ほどの孤独・孤立の話とも繋がりますが、アンケートについてコメントをしますと、若い人が比較的

文化に対してプラスの評価を持っていて、お年寄りもある程度安定感がある感じがしますが、間の世

代がかなり苦しんでいるのではないかということが、この結果から見て取れるような気がします。ただ

し、これは答えている人に関してなので、答えられない人もたくさんいるのでそこは注意しなければな

りませんけれども、東大阪の実状に照らしながら、先ほど関係的、経済的、身体的困窮など、サブ指標

のお話をしていただきましたが、そういう観点でこのアンケートをとらえ直していくことも必要ではない

かと思いました。そこで、文化政策にできることはたくさんあるのではないかという気がしております。



もう1つは、最後の広報に関するところで、手厚く市政だよりが効いていて、とはいえ若い世代はや

はりＳＮＳ等が必要だということが総括されましたが、もう1つ新しい動きとして、どれくらい長く続くか

不透明ではありますが、今、手づくり型小雑誌のZINE（ジン）で交流する、いわゆる同人誌的な文化

がものすごく広がっています。年代問わずですけども、特に若い世代にかなり浸透していっているんで

すね。文学マルシェという交換の場が全国各地にできていて相当な人を集め始めています。というの

は、ＳＮＳはもう怖いという感覚や、やはり対面で安心できるコミュニケーションがしたいという欲求、或

いはＳＮＳだと表現や選択肢が限られているのでもっと自由に物を作りたいという、表現の幅の広い

手づくりのものを作っていくという文化がかなり広がってきています。そういう動きは文化政策と極めて

リンクしていくものだと思うんですよね。実際、信州では、文化政策、社会包摂の一環でZINEを作っ

て、配食サービスのときに合わせて持っていく、というような複合的なアウトリーチの取り組みも行われ

ています。そういった新しい傾向もしっかり捉えてこれからの広報に活かしていくことも、人材活用とセ

ットでできることだと思いますので、検討していただけると良いかと思いました。

○三谷委員 

アンケートについて、「文化施設は、人とのつながりやコミュニケーションができる場となっている

か」に対し、「わからない」の回答が多いと思ったんです。まだまだ身近に感じられていないところがあ

るのではないかと思いました。なので、子ども食堂のアーティスト派遣や、病院・福祉施設への出張コ

ンサートなど、いろいろな人に身近に感じられる事業が今後東大阪でもたくさんできていけば、もっと

「文化のまち」を進めていけるのではないかと思いました。 

○宮武委員 

先ほど、新博物館整備基本計画についてのお話を聞いて、本当に楽しみに思っております。 

また、資料３のアンケートの市政に関する情報の入手先について、市政だよりが80％を超えており

ほとんどを占めているということで、市ウェブサイトは1６.6％、市公式ＳＮＳは10.7％と、市政だよりと

比べると少ないと思いますが、市政だよりを見る側としては字が小さくとても見にくいです。せっかく配

達されても見ていない場合が多いというのは、一応目を通すけどあまり細かいところまで見られない

というのが実状ではないかと思います。ウェブサイトやＬＩＮＥアプリなどを私も利用していますが、カラ

ーで字も大きく、とても見やすいので、そういうシステムをもっと増やしていけたら情報が伝わってくる

のではないかと思います。市ウェブサイトの16.6％や市公式SNSの10．7％というのは、以前と比べ

て増えてきている数字かもしれないですが、まだまだ現実は少ないので、ペーパーレスの時代になっ

てきていますし、こちらの方でもっと情報発信を増やしていただけたらありがたいと思っております。  

また、土日祝の夜の事業が減少しているということで、（指標を）検討中とのお話がありましたが、

土日のお昼の時間帯の開催についてお話が出なかったので、その辺りはどうなっているのかなと感じ

ております。大体、土日が休みの人でも夜はゆっくりする、平日は動いて週末にはゆっくりするというパ

ターンが増えてきていると思いますので、土日のお昼や平日の参加しやすい時間帯で増やしていって

もらいたいと感じました。 



そして個々の施設で、色々なコンサートなどが細かく開催されていると聞き、大変素晴らしいことだ

と思います。ただ、ラグビー場やラグビー場の隣の野球場で、今までコンサートが開かれたことはあっ

たかもしれないですけど、そういうところで土日の午後などに開催してもらうのも、日陰になって涼しい

風が吹く心地良いコンサートができるのではないかと感じておりますので、家族や友達同士で参加で

きるものを検討していただけたらありがたいなと思います。 

○山畑委員 

私も市政だよりのところはとても重要なことかなと感じておりました。情報入手先として、やはり高齢

者が非常に（市政だよりが）多くなっており、子育て世代や10代の学生さんなど、じっくり読む時間が

ない世代の人たちも実はいると思いますが、70代以上の方が読んで、こんな良いのがある、という情

報はおそらく伝わっていっているのではないかとは思います。アンケートから読み取れない、数値として

出にくいものだと思うんですけども、非常にその効果は大きいかなと思います。 

ただ、やはり１0代とか子育て世代の方もスマホを持ってずっと動いている人たちですので、ウェブサイ

トやＳＮＳだったら、そこにいけば何が自分の興味持つものがあるのかというのが、まだ見えていない

部分というのは実際あるのかなと思います。そこにあるなら調べてみる、といういくつかのアクションだ

けだと思いますので、いろんなやり方があると思うんですけども、市政だよりの効果を大事にしながら、

そこから伝わっていくものも実際あって効果もあると思いますし、若い人たちがどうやって情報を作っ

ていくか、持っていくかというところの課題なのかなと思っておりました。音楽や芸術の繋がりというの

も特に10代は強いと思いますので、そこで、ここで調べてみよう、といった繋がりが今のところまだ少し

薄い中で、これから伸びていく大きなきっかけがあるのではないかと思いますので、また考えていただ

ければと思います。 

○由井委員 

いろいろと教えていただきありがとうございました。 3つ程あります。 

1つは先ほどからも皆さんが仰っている情報の発信について、私も市政だよりがこんなに読まれて

いて、まだまだ必要だということを本当に実感いたしました。しかし、市政だよりは月1回なので、そこに

うまく間に合わないこともあるので、すべての情報が載るということが難しい場合もあるかと思ってい

ます。その中で、わりと最近、東大阪の中でも色々な民間の法人の団体が情報の発信サイトを作って

おられますよね。そういうサイトを活用するというのも、情報発信のツールとしては大事かと思いまし

た。またご検討ください。 

人材バンクの話についてですけれども、私もこの会で、例えば自分の施設や園に、どなたかプロフ

ェッショナルでなくてもセミプロの方にでも来ていただいて、歌を歌ったり、ピアノを弾いたり、いろんな

造形を教えていただけたらいいな、またそういう方とのマッチングができるサイトがあればいいな、とお

話をしたこともあったと思いますが、まちのすぐれものについては知っていたんですけれども、文化芸

術人材バンクというのがあったことを改めて知りました。ただ先ほど会長も仰っていたように、フィルタ



リングが大切だという話もお聞かせいただきましたので、そういうところも検討しないといけないのか

もしれませんが、身軽に連絡ができるツールではあるのかなと、またそういうツールがあればいいなと

思っています。それぞれが別々の窓口になっていると思いますが、そういうものが一元化されたら、より

活用しやすいと思います。 

最後に、子どものまちづくりに力を入れていきたいということで、来年二歳児の保育料が無償化に

なるということで、保育会の方でも色々と話を聞いています。そんな中で、今は園に入れない人はまず

いないです。また園に行ってない人のために、もちろんレスパイトのための一時保育はもともとあります

が加えて、こども誰でも通園制度が昨年から実施されています。しかし、今年度利用される方は19人

だけと聞きました。なので、どれだけ在宅だけの方がいらっしゃるのかというのは少し疑問です。それぞ

れの園でも、やはり芸術に飢えています。そして園はそれぞれに、在宅で子育てしている親子の方に来

ていただいて、いろんな取り組みもさせていただいています。なので1つのツールとしては、在宅の方だ

けに向けてではなく、例えば園で在宅の方も呼んで、コンサート等をすることに対し助成金を出してい

ただけないかなと思います。以前はそういうのもありましたが、全部カットされて、なくなっています。な

ので、在宅の方だけではなく、園に行っている子も含めてすべての子どもたちに、芸術や文化に触れ

る機会を与えていただけるような施策を考えていくというのも大事なのではないかと思っています。 

○辻副会長 

今日の審議は非常に簡潔で、全体として深く審議できたかなと思っています。 

お手元にあります、京都芸術センター開設２５周年記念事業についてお話をしたいと思います。これ

は子どもファーストの事業の参考になるかと思っています。これは先週の土日に開かれたものですが、

京都芸術センターは2000年に開設されて、アートセンターとしては金沢など色々とある中で早い方

ではあるんですけど、古い小学校を使って25年やってきました。そのお祝いということでこの事業をお

こなったのですが、京都芸術センターでもやはり問題がありまして、専門の人と、一般の人がなかなか

理解してもらえないというところです。次世代の人たち、子どもを中心にということをかなり絞り込んで

やっています。それで、こういったプログラムを2日間にわたり開催したんですけど、2人のアーティスト

がディレクターになって、京都芸術センターにいる6人ぐらいのアートコーディネーターが手足となっ

て、その下にまだボランティアが200人ぐらいいまして、その人たちと一緒におこなったプログラムで

す。土日で3，500人の子どもが来たということで、それだけ動員できたので成功だったのかなと思っ

ています。どのように情報を流したかというと、一般の市の情報で、特別何もしていないということらし

いですが、やはり子どもたちの親御さんの口コミがとても多かったのかなと思います。やはり対面での

コミュニケーションが大きなポイントになっていて、一番根本的なところで忘れがちなんですけど、子ど

もを相手にした場合、そういう宣伝媒体が非常に大事なのかなと思います。内容に関しては、色々な

催しがあって、笑えるようなものもあったり、結構考えられています。これは京都芸術センターの館長が

建畠さんという詩人でもある方で、プログラムの後ろに書いてある詩は彼の自筆です。 

子どもを中心に考えられた企画ということで、以上報告と、先ほどの会議の感想でした。 



○中川会長 

最後に皆様にお目通しいただき確認いただきたいのは、今日配られているチラシです。チラシにつ

いては、文化創造館でされている事業が大半かと思いますが、この中に、クレジットが入っているところ

があります。例えば、【この事業は、「東大阪市第3次文化政策ビジョン：②文化施設の公共的役割の

徹底（東大阪市文化振興条例第8条）」に基づき実施しています。】とクレジットが入っています。これ

は文化芸術振興条例の「芸術」が抜けていますが。これは審議会からお願いをして、文化創造館のみ

ならず、文化担当課とお約束していただいたことが実践されています。全部のチラシに入っているか

確認したところ、入っていないのが2点ありました。これはいわゆる持込事業ですか。どういう解釈です

か。 

○文化創造館 

担当している各社に対してこちらの指導が徹底できていないところが一部あり、申し訳ありません。 

○中川会長 

できれば、持ち込み事業であっても、条例の精神に反するものをされては困るという考えで、載せる

ようにしてください。 

○文化創造館 

ご指摘いただいたことを伝えます。ただ、例えば関西フィルの演奏会に関しては、持ち込み企画では

なく、指揮者の藤岡さんとも相談して、今年は「悲愴」を市民に聴いていただきたい、と意思を持って

プログラムを検討していますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。文化創造館の音響空間で、

チャイコフスキーの「悲愴」を生で聴けるのは価値があることだと思いますので、市民にすばらしい芸

術を届けたいと思っています。全国展開しているものは、内容についてこちらから言えるものではない

ですが、やれる範囲のことは対応してまいります。 

○中川会長 

可能な限りクレジットを入れていってください。貸ホール事業としてやっているものであっても、趣旨

に沿わないものについては貸すのをお断りすることもありえるくらいです。あらゆる人々に提供する、と

いうことで引っかかってくるかと思うので、クレジットを載せることで、そんな条例や計画があるのかと

住民に浸透してもらうことが狙いなので、よろしくお願いします。

それから、どなたもご質問なさらなかったので聞いてみたいのですが、アンケートの中で、10代の

人の評価がとても高いんです。これは正常値なのか、バイアスがかかっているのではないか、これはど

う解釈しておられるのか、というのが1つです。例えば、「文化施設は、人とのつながりやコミュニケー

ションができる場となっている」について、42.1％でトップになっています。「緑の自然環境や歴史、文



化財など地域の資源を活かしたまちづくりができている」については63.２％でトップになっており、と

ても肯定的なんです。何かこの分析はされましたか。 

○事務局 

10代の回答数が19人で、例えば50代は281人という、分母で圧倒的な違いがあるので、ここを

そのまま読み取ってはいけないというのは意識していかなければならないと思っています。 

○中川会長 

フェイスシートがないので分析しにくいですが、やはり母数の少なさからきているかもしれませんね。 

○時岡委員 

私も聞きたかったところですが、おそらく母数が少なくて分析できないと思います。 

○小口委員 

無作為に抽出というのは、人口比率に基づいているのでしょうか。 

○事務局 

申し訳ありません。この調査に対して、直接我々が関与してない部分があり、収集方法まではわか

りかねます。 

○中川会長 

「どのような人にむけて文化芸術に触れる機会を提供すべきか」については、圧倒的に回答が多

いのが小学生で、その次に中学生、高校生、高齢者となっています。あとは仕事や子育て、時間に追

われている人です。これを見ると、問題意識はシャープだと思うので、小中学校との連携におけるアー

ト供給事業がどのぐらい進展しているのか、ということについてはまた報告してください。小さな親切、

大きなお世話という学校に行く必要はありません。来て欲しいと言うところへ行けばいいんです。堺市

の場合は、来てほしいとはっきり手を挙げたところに行っています。データ的にも、小学生、中学生がト

ップに来ているので、ここは無視したらいけないという気がしました。 

それから、アートコーディネーターに期待する役割として「地域で活動するアーティストと教育施設

や福祉施設を繋いでほしい」が４2.7％という結果も出ています。先ほど議論した通り、プログラムを

再整備して、事業化に踏み込んでいただきたいと思います。 

それでは本日の審議会は、これをもって終わりとしたいと思います。ご協力ありがとうございました。 

○事務局 

皆様、長時間にわたりありがとうございました。本日の議事録については、作成次第委員の皆様に

確認のためご送付させていただきます。本日はありがとうございました。


